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四 

こ
の
拂
下
げ
申
請
の
う
ち
に
は
、
前
に
「
無
償
拂
下
げ
」
で
質
問
し
た
正
暦
寺
が
拂
下
げ
申
請
を
し
て
い
る
十
九
林
班
、

二
十
林
班
の
一
部
で
あ
る
が
、
さ
き
の
答
弁
に
よ
つ
て
も
お
そ
ら
く
調
査
の
結
果
は
寺
の
境
内
地
と
し
て
は
考
え
ら
れ
な 

三 

例
え
ば
、
さ
き
に
質
問
し
た
奈
良
県
の
「
菩
提
山
」
国
有
林
の
一
部
の
十
数
町
歩
が
昭
和
の
初
年
頃
、
正
暦
寺
に
有
償
で

境
内
地
で
な
く
拂
下
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
現
在
地
元
民
が
自
分
の
字
の
周
囲
を
生
活
上
必
要
と
し
て
、
拂
下
げ
を
申
請
し 

て
い
る
に
つ
い
て
、
政
府
の
方
針
を
承
り
た
い
。 

一 

政
府
は
、
現
在
の
国
有
林
を
有
償
に
て
拂
下
げ
る
場
合
の
基
準
を
ど
こ
に
お
い
て
い
る
か
。
ま
た
昭
和
二
十
四
年
、
二 

十
五
年
度
に
お
い
て
行
つ
た
国
有
林
の
拂
下
げ
反
別
と
樹
木
の
石
数
は
ど
れ
位
か
。 

二 

国
有
林
の
う
ち
、
現
在
開
拓
可
能
地
は
、
農
地
局
へ
所
属
替
え
を
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
「
薪
炭
」
用
林
等
の

拂
下
げ
申
請
が
あ
つ
た
場
合
は
、
拂
下
げ
の
基
準
は
ど
こ
に
お
い
て
い
る
か
。
又
昭
和
二
十
四
年
、
二
十
五
年
度
に
お
い 

て
「
薪
炭
」
用
林
の
拂
下
げ
反
別
及
び
樹
木
の
石
数
は
ど
れ
程
か
。 

国
有
林
有
償
拂
下
げ
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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四 

い
処
で
あ
る
か
ら
、
寺
に
は
拂
下
げ
ら
れ
な
い
と
思
う
が
、
地
元
民
の
要
望
に
対
し
て
は
拂
下
げ
ら
れ
る
か
ど
う
か
。 

五 

地
元
民
の
拂
下
げ
願
書
の
写
を
添
え
る
か
ら
調
査
の
上
、
そ
れ
に
対
す
る
政
府
の
所
信
を
承
り
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


